
議
事
日
程
第
十
二
号

令
和
七
年
十
二
月
八
日
（
月
曜
日
）

午
前
十
時
開
議

第

一
、
知
事
の
説
明

第

二
、
予
算
特
別
委
員
会
へ
の
議
案
付
託
の
件

（
「
地
方
の
実
情
を
踏
ま
え
た
国
会
議
員
の
定
数
削
減
に
関
す
る
決
議
案
」
を
本
日
の

議
題
と
す
る
こ
と
を
求
め
る
動
議
）

本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件

日
程
第
一
か
ら
日
程
第
二
ま
で
議
事
日
程
に
同
じ

追

加
、
地
方
の
実
情
を
踏
ま
え
た
国
会
議
員
の
定
数
削
減
に
関
す
る
決
議
案

動
議
提
出
書
、
決
議
案
提
出
書
は
巻
末
に
登
載

午
前
十
時
開
議

本
日
の
出
席
議
員

四
十
一
名

一

番

佐

藤

光

子

二

番

福

田

博

之

三

番

山

形

健

二

四

番

川

邉

隼
之
介

五

番

高

橋

健

六

番

武

内

伸

文

七

番

小
棚
木

政

之

八

番

髙

橋

豪

九

番

瓜

生

望

十

番

松

田

豊

臣

十

一

番

加
賀
屋

千
鶴
子

十

二

番

櫻

田

憂

子

十

三

番

佐

藤

正
一
郎

十

四

番

島

田

薫

十

五

番

宇
佐
見

康

人

十

六

番

住

谷

達

十

七

番

児

玉

政

明

十

八

番

小

山

緑

郎

十

九

番

小

野

一

彦

二

十

番

加

藤

麻

里

二
十
一
番

薄

井

司

二
十
二
番

三

浦

茂

人

二
十
三
番

鈴

木

真

実

二
十
四
番

佐
々
木

雄

太

二
十
五
番

杉

本

俊
比
古

二
十
六
番

佐

藤

信

喜

二
十
七
番

今

川

雄

策

二
十
八
番

髙

橋

武

浩

二
十
九
番

小

原

正

晃

三

十

番

渡

部

英

治

三
十
一
番

北

林

丈

正

三
十
二
番

竹

下

博

英

三
十
三
番

原

幸

子

三
十
四
番

工

藤

嘉

範

三
十
五
番

加

藤

鉱

一

三
十
六
番

石

田

寛

三
十
七
番

三

浦

英

一

三
十
八
番

柴

田

正

敏

三
十
九
番

川

口

一

四

十

番

鶴

田

有

司

四
十
一
番

鈴

木

洋

一

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
に
よ
る
出
席
者

知

事

鈴

木

健

太

副

知

事

神

部

秀

行

副

知

事

谷

剛

史

総

務

部

長

伊

藤

政

仁

総
務
部
危
機
管
理
監(

兼)

萩

原

尚

人

広

報

監

企

画

振

興

部

長

笠

井

潤

あ
き
た
未
来
創
造
部
長

橋

本

秀

樹

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
長

岡

部

研

一

健

康

福

祉

部

長

石

井

正

人

生

活

環

境

部

長

信

田

真

弓



農

林

水

産

部

長

藤

村

幸
司
朗

産

業

労

働

部

長

佐

藤

功

一

建

設

部

長

小

野

潔

会
計
管
理
者
（
兼
）

小

熊

新

也

出

納

局

長

財

政

課

長

樋

口

和

彦

教
育
委
員
会
教
育
長

安

田

浩

幸

警

察

本

部

長

小

林

稔

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

こ
れ
よ
り
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。

諸
般
の
報
告
は
、
お
手
元
の
議
長
報
告
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
の
で
、
朗
読
を
省

略
い
た
し
ま
す
。

議

長

報

告

（
朗
読
省
略
）

一
、
十
二
月
八
日
、
知
事
か
ら
次
の
議
案
が
提
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
記
載
の
と
お
り
関

係
委
員
会
に
付
託
し
た
。

（
付
託
委
員
会
）

議
案
第
二
六
九
号

令
和
七
年
度
秋
田
県
一
般
会
計
補
正

(1)

予
算
（
第
六
号
）

議
案
第
二
七
〇
号

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条

総
務
企
画
委
員
会

(2)

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

総

務

企

画

委

員

会

一
件

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

日
程
第
一
、
知
事
の
説
明
を
行
い
ま
す
。
知
事
の
発
言

を
許
し
ま
す
。

【
知
事
（
鈴
木
健
太
君
）
登
壇
】

●
知
事
（
鈴
木
健
太
君
）

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

追
加
提
案
い
た
し
ま
し
た
補
正
予
算
案
及
び
そ
の
他
の
議
案
に
つ
い
て
説
明
申
し

上
げ
ま
す
。

こ
の
た
び
の
補
正
予
算
案
は
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
よ
る
被
害
防
止
対
策
の
ほ
か
、

国
の
経
済
対
策
を
踏
ま
え
た
物
価
高
騰
対
策
と
し
て
早
急
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る

事
業
な
ど
に
つ
い
て
計
上
し
て
お
り
ま
す
。

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
よ
る
被
害
防
止
対
策
に
つ
い
て
は
、
管
理
強
化
ゾ
ー
ン
に
お
け

る
春
季
の
捕
獲
を
強
化
す
る
た
め
、
効
果
的
な
狩
猟
方
法
に
関
す
る
実
証
や
狩
猟
者

の
技
術
向
上
を
目
的
と
し
た
研
修
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
住
宅
地
や
農
地
等
と
林

地
の
境
界
部
分
に
お
い
て
、
人
と
ク
マ
と
の
棲
み
分
け
に
向
け
た
緩
衝
帯
の
整
備
を

進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
農
作
業
中
の
人
身
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
農
家
向
け
の
研
修
会
を
開
催

す
る
と
と
も
に
、
農
作
物
の
被
害
防
止
に
向
け
て
、
果
樹
試
験
場
に
冬
場
も
設
置
可

能
な
強
度
の
高
い
新
型
の
電
気
柵
を
設
置
し
、
そ
の
効
果
を
検
証
し
な
が
ら
県
内
へ

の
普
及
を
促
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。

物
価
高
騰
対
策
に
つ
い
て
は
、
足
元
の
物
価
高
に
よ
る
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、

短
期
的
な
対
応
と
し
て
、
家
計
や
事
業
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
コ
ス
ト
等
の
負
担
軽
減
を

図
る
と
と
も
に
、
中
長
期
的
な
対
応
と
し
て
、
生
産
性
の
向
上
に
資
す
る
設
備
投
資

等
を
促
進
し
、
本
県
経
済
の
持
続
的
な
成
長
に
つ
な
げ
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
ず
、
県
民
生
活
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
低
所
得
世
帯
に
対
し
、
灯
油
購
入
費

の
助
成
を
行
う
市
町
村
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
の
利
用
料
金
の
一
部
を

助
成
し
、
光
熱
費
に
係
る
県
民
の
負
担
軽
減
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

次
に
、
事
業
者
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
福
祉
施
設
や
医
療
施
設
、
学
校
等
に
対

し
、
光
熱
費
や
食
材
料
費
等
の
負
担
増
分
を
助
成
す
る
ほ
か
、
燃
料
や
飼
料
等
の
価

格
高
騰
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
物
流
事
業
者
や
畜
産
経
営
体
等
に
対
し
、
経

営
維
持
に
向
け
た
支
援
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。



こ
の
ほ
か
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
や
省
力
化
に
資
す
る
設
備
の
導
入
等
を
支
援
す
る

と
と
も
に
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
業
務
の
効
率
化
等
に
要
す
る
経
費
を
助
成

し
、
賃
金
引
上
げ
の
原
資
と
な
る
収
益
の
確
保
に
向
け
て
、
生
産
性
の
向
上
を
後
押

し
し
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
た
、
県
内
の
飲
食
・
小
売
店
等
で
の
消
費
拡
大
を
図
る
と
と
も
に
県
民
生
活
へ

の
支
援
に
つ
な
げ
る
た
め
、
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
商
品
券
を
発
行
し
、
消
費
を
喚
起
し

て
ま
い
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
国
の
医
療
・
介
護
等
支
援
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
踏
ま
え
、
介
護
従
事
者
等

の
賃
金
引
上
げ
な
ど
を
支
援
し
て
ま
い
り
ま
す
。

一
般
会
計
補
正
額
は
、
百
八
億
二
千
十
五
万
円
で
あ
り
、
補
正
後
の
総
額
は
、
六

千
二
百
八
十
七
億
六
千
六
百
六
十
五
万
円
と
な
り
ま
す
。

次
に
、
単
行
議
案
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

「
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
」
は
、
危

険
鳥
獣
の
捕
獲
等
に
関
す
る
作
業
の
う
ち
、
特
に
危
険
ま
た
は
困
難
な
も
の
に
従
事

し
た
職
員
に
対
し
、
特
殊
勤
務
手
当
を
支
給
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

よ
ろ
し
く
御
審
議
の
上
、
御
可
決
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

次
に
、
日
程
第
二
、
予
算
特
別
委
員
会
へ
の
議
案
付
託

の
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

お
諮
り
し
ま
す
。
議
案
第
二
百
六
十
九
号
は
、
予
算
特
別
委
員
会
に
付
託
す
る
こ

と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。
議
案
第
二
百
六
十
九

号
は
、
予
算
特
別
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

【
「
議
長
、
動
議
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

三
十
五
番
加
藤
鉱
一
議
員
の
発
言
を
許
可
し
ま
す
。

【
三
十
五
番
（
加
藤
鉱
一
議
員
）
】

●
三
十
五
番
（
加
藤
鉱
一
議
員
）

地
方
の
実
情
を
踏
ま
え
た
国
会
議
員
の
定
数
削
減

に
関
す
る
決
議
案
に
つ
い
て
動
議
を
提
出
い
た
し
ま
す
。
よ
っ
て
、
動
議
に
つ
い
て

日
程
に
追
加
い
た
だ
き
、
趣
旨
に
つ
い
て
発
言
の
許
可
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

た
だ
い
ま
全
議
員
か
ら
地
方
の
実
情
を
踏
ま
え
た
国
会

議
員
の
定
数
削
減
に
関
す
る
決
議
案
を
本
日
の
議
題
と
す
る
こ
と
を
求
め
る
動
議
が

提
出
さ
れ
、
所
定
の
賛
成
者
が
あ
り
ま
す
の
で
動
議
は
成
立
し
ま
し
た
。

こ
れ
よ
り
動
議
提
出
書
を
配
付
さ
せ
ま
す
。

【
職
員
動
議
提
出
書
を
配
付
す
】

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

お
諮
り
し
ま
す
。
本
動
議
を
日
程
に
追
加
し
、
議
題
と

す
る
こ
と
に
つ
い
て
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
動
議
を

議
題
と
し
て
追
加
い
た
し
ま
す
。

地
方
の
実
情
を
踏
ま
え
た
国
会
議
員
の
定
数
削
減
に
関
す
る
決
議
案
を
議
題
と
い

た
し
ま
す
。

提
出
者
の
趣
旨
説
明
を
求
め
ま
す
。

【
三
十
五
番
（
加
藤
鉱
一
議
員
）
登
壇
】

●
三
十
五
番
（
加
藤
鉱
一
議
員
）

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
、
地
方
の
実
情
を

踏
ま
え
た
国
会
議
員
の
定
数
削
減
に
関
す
る
決
議
案
に
つ
い
て
、
提
出
者
と
し
て
そ

の
趣
旨
を
説
明
い
た
し
ま
す
。

現
在
、
国
に
お
い
て
国
会
議
員
の
大
幅
な
定
数
削
減
案
が
検
討
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
各
都
道
府
県
の
人
口
比
の
み
を
基
準
と
し
て
機
械
的
に
議
員
定
数
を
削
減

す
る
も
の
で
あ
り
、
広
大
な
面
積
と
人
口
減
少
と
い
う
構
造
的
な
問
題
を
抱
え
る
地

方
の
実
情
を
十
分
に
踏
ま
え
た
も
の
と
は
言
え
ず
、
本
県
に
お
い
て
も
影
響
は
避
け

ら
れ
ま
せ
ん
。

本
県
は
、
御
承
知
の
と
お
り
全
国
で
最
も
深
刻
な
人
口
減
少
率
を
示
し
、
急
速
な

少
子
高
齢
化
が
進
行
し
て
い
る
地
域
で
あ
り
、
県
内
各
地
で
は
、
医
療
、
交
通
、
産

業
振
興
、
教
育
、
防
災
な
ど
、
生
活
基
盤
の
維
持
に
多
く
の
課
題
を
抱
え
て
お
り
ま

す
。本

県
を
含
む
地
方
の
選
挙
区
が
削
減
さ
れ
、
地
方
の
実
情
を
国
に
届
け
る
国
会
議



員
の
数
が
減
っ
て
し
ま
え
ば
、
地
方
の
声
や
少
数
意
見
を
含
め
た
多
様
な
声
が
国
政

に
届
き
に
く
く
な
り
、
住
民
の
声
が
国
政
に
反
映
さ
れ
に
く
く
な
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
地
方
の
持
続
可
能
性
の
確
保
と
い
う
国
全
体
の
課
題
に
逆
行
す
る

も
の
で
あ
り
、
地
方
創
生
を
掲
げ
る
国
の
方
針
と
も
整
合
性
を
欠
く
も
の
と
言
わ
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
。

ま
た
、
選
挙
区
の
面
積
が
一
層
拡
大
す
る
こ
と
は
、
困
難
を
抱
え
る
地
域
住
民
と

議
員
と
の
距
離
が
広
が
る
こ
と
で
あ
り
、
議
員
活
動
の
実
効
性
の
低
下
を
招
く
こ
と

に
つ
な
が
り
、
民
主
主
義
の
根
幹
を
揺
る
が
す
結
果
と
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
地
方
の
厳
し
い
実
情
を
踏
ま
え
、
本
県
議
会
は
、
地
方
の
声
が
適
切
に

国
政
に
反
映
さ
れ
得
る
よ
う
、
国
に
お
い
て
慎
重
か
つ
丁
寧
な
検
討
が
行
わ
れ
る
と

と
も
に
、
国
会
議
員
の
定
数
削
減
に
つ
い
て
、
人
口
比
に
よ
る
一
律
の
見
直
し
で
は

な
く
、
地
方
の
地
理
的
条
件
、
人
口
動
態
、
行
政
需
要
等
を
総
合
的
に
考
慮
し
た
制

度
設
計
の
実
現
を
強
く
求
め
る
た
め
、
本
決
議
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

結
び
に
、
今
般
の
国
会
議
員
の
定
数
削
減
案
は
、
人
口
減
少
率
が
全
国
で
最
大
で

あ
る
本
県
に
と
っ
て
、
将
来
に
わ
た
り
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
本
決
議
案
は
、
本
県
、
ひ
い
て
は
地
方
の
未
来
を
守
る
た
め
に
、
全
国
に
先
が

け
て
、
地
方
の
意
志
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

議
員
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
本
決
議
案
の
趣
旨
を
御
理
解
い
た
だ
き
、
御
賛

同
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
て
趣
旨
説
明
と
い
た
し
ま
す
。

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

本
決
議
案
は
、
全
議
員
提
出
に
係
る
も
の
で
あ
り
ま
す

の
で
、
質
疑
、
討
論
を
省
略
し
、
直
ち
に
採
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
、
そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し

ま
す
。

起
立
に
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。
地
方
の
実
情
を
踏
ま
え
た
国
会
議
員
の
定
数
削

減
に
関
す
る
決
議
案
に
賛
成
の
方
、
御
起
立
願
い
ま
す
。

【
賛
成
者
起
立
】

●
議
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

起
立
者
全
員
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
地
方
の
実
情
を

踏
ま
え
た
国
会
議
員
の
定
数
削
減
に
関
す
る
決
議
案
は
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
で
、
本
日
の
日
程
は
、
全
部
終
了
し
ま
し
た
。

本
日
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

午
前
十
時
十
四
分
散
会


